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◎群馬県告示第４３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

伊勢崎都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和８年２月２７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 伊勢崎都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 伊勢崎市の区域の一部。なお、伊勢崎市長沼町、上蓮町、飯島

町、田中町、阿弥大寺町、東上之宮町及び境下渕名の各一部を新たに市街化区域に編入する。 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課、群馬県伊勢崎土木事務所及び伊勢崎市都市計画部都市計画課 

 

 

 

◎群馬県告示第４４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

藤岡都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和８年２月２７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 藤岡都市計画区域区分 

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 藤岡市の区域の一部。なお、藤岡市中大塚、下大塚、本動堂、

森新田、中及び篠塚の各一部を新たに市街化区域に編入する。 

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県藤岡土木事務所及び藤岡市都市建設部都市計画課 

 

 

 

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申 

請があり、同条第２項において読み替えて準用する同法第３９条第１項の規定により農地を利用する権利を設定す 

る裁定をしたので、同法第４１条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

    令和８年２月２７日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 農地の所在等 

 
２ 農地を利用する権利の内容等 

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報 

高崎市寺尾町薬師２６４５番２ 田 １，２３０ （亡）小林富士夫 

内容 始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

■ 公  告 

■ 告  示   
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３ 農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 
４ 補償金の支払の方法 

  上記２の農地を利用する権利の始期までに前橋地方法務局高崎支局に補償金を供託する。 

５ その他 

  農地の所有者等は、前橋地方法務局高崎支局において、供託された補償金の還付を請求することができる。 

 

 

 

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申 

請があり、同条第２項において読み替えて準用する同法第３９条第１項の規定により農地を利用する権利を設定す 

る裁定をしたので、同法第４１条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

    令和８年２月２７日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 農地の所在等 

 
２ 農地を利用する権利の内容等 

 
３ 農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 
４ 補償金の支払の方法 

  上記２の農地を利用する権利の始期までに前橋地方法務局高崎支局に補償金を供託する。 

５ その他 

  農地の所有者等は、前橋地方法務局高崎支局において、供託された補償金の還付を請求することができる。 

 

 

賃借権 令和８年４月１日 令和１８年３月３１日まで 
（１０年間） 

６０，２７０円 
（年額４，９００円／１０ａ） 

農地を利用する権利が設定された者の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

公益財団法人群馬県農業公社 横室光良 前橋市総社町総社２３２６番地２ 

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報 

高崎市新保田中町１３７番１ 田 ４２７ （亡）上野謙一 

高崎市新保田中町１３７番４ 田 ９１ （亡）上野謙一 

高崎市新保田中町１３７番５ 田 ４６６ （亡）上野謙一 

内容 始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

賃借権 令和８年４月１日 令和１４年６月３０日まで 
（６年３か月間） 

２８，９２０円 
（年額４，９００円／１０ａ） 

農地を利用する権利が設定された者の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

公益財団法人群馬県農業公社 横室光良 前橋市総社町総社２３２６番地２ 
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農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申 

請があったので、同条第２項において読み替えて準用する同法第３８条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

    令和８年２月２７日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 申請に係る農地の所在等 

 
２ 申請に係る農地の利用の現況 

  耕作の事業に従事する者が不在となっている。 

３ 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

  裁定手続後に、農地中間管理機構から借受希望者に貸し付ける。（畑作） 

４ 申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第８条第２項第１号に

規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由 

  公益財団法人群馬県農業公社農地中間管理事業規程第４条に適合するため、農地中間管理事業の推進に関する

法律第８条第２項第１号に規定する基準に適合すると認められる。 

５ 希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額 

 
６ 意見書の提出 

  申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。 

(1) 提出期限 

   令和８年３月１３日 

 (2) 提出先 

   群馬県農政部農業構造政策課 

 (3) 記載事項 

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者

の氏名） 

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容 

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画 

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由 

オ 意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができ

  ない理由 

カ 意見の趣旨及びその理由 

キ その他参考となるべき事項 

 

 

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報 

渋川市赤城町北赤城山字赤城山 
１３番６２ 

畑 ６１１ （亡）金子稔 

始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

令和８年５月１日 令和１８年４月３０日まで 
（１０年間） 

６１，１００円 
（年額１０，０００円／１０ａ） 
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農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申 

請があったので、同条第２項において読み替えて準用する同法第３８条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

    令和８年２月２７日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 申請に係る農地の所在等 

 
２ 申請に係る農地の利用の現況 

  耕作の事業に従事する者が不在となっている。 

３ 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

  裁定手続後に、農地中間管理機構から借受希望者に貸し付ける。（畑作） 

４ 申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第８条第２項第１号に

規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由 

  公益財団法人群馬県農業公社農地中間管理事業規程第４条に適合するため、農地中間管理事業の推進に関する

法律第８条第２項第１号に規定する基準に適合すると認められる。 

５ 希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額 

 
６ 意見書の提出 

  申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。 

(1) 提出期限 

   令和８年３月１３日 

 (2) 提出先 

   群馬県農政部農業構造政策課 

 (3) 記載事項 

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者

の氏名） 

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容 

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画 

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由 

オ 意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができ

  ない理由 

カ 意見の趣旨及びその理由 

キ その他参考となるべき事項 

 

 

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報 

昭和村大字川額字赤城山３９２１
番 

畑 １，４０８ （亡）山口四重五郎 

始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

令和８年５月１日 令和１８年４月３０日まで 
（１０年間） 

９０，８５０円 
（年額６，４５３円／１０ａ） 
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農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申 

請があったので、同条第２項において読み替えて準用する同法第３８条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

    令和８年２月２７日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 申請に係る農地の所在等 

 
２ 申請に係る農地の利用の現況 

  耕作の事業に従事する者が不在となっている。 

３ 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

  裁定手続後に、農地中間管理機構から借受希望者に貸し付ける。（畑作） 

４ 申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第８条第２項第１号に

規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由 

  公益財団法人群馬県農業公社農地中間管理事業規程第４条に適合するため、農地中間管理事業の推進に関する

法律第８条第２項第１号に規定する基準に適合すると認められる。 

５ 希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額 

 
６ 意見書の提出 

  申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。 

(1) 提出期限 

   令和８年３月１３日 

 (2) 提出先 

   群馬県農政部農業構造政策課 

 (3) 記載事項 

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者

の氏名） 

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容 

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画 

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由 

オ 意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができ

  ない理由 

カ 意見の趣旨及びその理由 

キ その他参考となるべき事項 

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報 

昭和村大字川額字赤城山３９８１
番 

畑 ９９１ （亡）藤川彌喜千 

昭和村大字川額字赤城山３９９５
番 

畑 ９９１ （亡）金子稔 

始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

令和８年５月１日 令和１８年４月３０日まで 
（１０年間） 

１２７，８８０円 
（年額６，４５３円／１０ａ） 
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農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、伊勢崎農業振興地域

の区域を次のとおり変更する。 

令和８年２月２７日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

  変更後の伊勢崎農業振興地域は、伊勢崎市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。 

１ 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和８年群馬県告示第４３号）後の都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）に基づく市街化区域 

２ 平成１６年１２月３１日現在の伊勢崎市の区域のうち、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第４条第１項及

び第６条第１項の規定による一級河川利根川の河川区域 

３ 平成１６年１２月３１日現在の伊勢崎市の区域のうち、都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（平成１１

年群馬県告示第４９１号）後の都市計画法に基づく市街化区域及び上記２に囲まれた区域 

４ 都市計画用途地域の変更の告示（令和６年伊勢崎市告示第８９号）後の都市計画法に基づく用途地域 

 

 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、藤岡農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。 

令和８年２月２７日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

  変更後の藤岡農業振興地域は、藤岡市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。 

１ 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和８年群馬県告示第４４号）後の都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）に基づく市街化区域 

２ 平成１７年１２月３１日現在の藤岡市の区域のうち、県有林の全域 

３ 平成１７年１２月３１日現在の鬼石町の区域のうち、国有林野の全域 

４ 上日野字御荷鉾山２の４、２の１１、２の１３、２の１６、２の１７、２の２１から２６まで、２の１１７、

２の１１８、甲２、乙２の甲、乙２の乙、丁２の１、丁２の３、丁２の５、丁２の６、３の１５、３の１６及び

３の２３９から２４５までの区域並びにこれらの土地に囲まれた区域 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

太田都市計画公園の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年２月２７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 太田都市計画公園 (1) ３・３・７号 西新町南公園 (2) ３・３・１６号 備前

島公園 

２  都市計画の変更年月日 令和７年１１月１５日 
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３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び太田市行政事業部花と緑の課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

太田都市計画公園の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年２月２７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 都市計画公園 ６・５・２号 太田市北部運動公園 

２  都市計画の変更年月日 令和８年１月３０日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び太田市役所行政事業部花と緑の課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

太田都市計画墓園の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年２月２７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 太田都市計画墓園 １号八王子山公園 

２  都市計画の変更年月日 令和８年１月３０日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び太田市行政事業部花と緑の課 
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情
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◎群馬県選挙管理委員会告示第１５号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により届出のあった政

治団体の名称等は、次のとおりである。 

  令和８年２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 

  法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部 
 

政 治 団 体 の 名 称 

代表者の氏名 
会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

公職の種類 
（第１号） 

１以上の市町村等の区域を
単位として設けられる支部 

届 出 年 月 日 

中道改革連合群馬県第１区総支部 河村正剛 三森和也 前橋市総社町総社２９０５－５ 

衆議院議員 ○ 令和８年１月２１日 

中道改革連合群馬県第３区総支部 長谷川嘉一 塩井早苗   太田市由良町３００－１ 

衆議院議員 ○ 令和８年１月２２日 

中道改革連合群馬県第４区総支部 山田博規 林恒徳 前橋市総社町総社２９０５－５ 

衆議院議員 ○ 令和８年１月２１日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

  国会議員関係政治団体以外の政治団体 
 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

大塚友広後援会 大塚友広 大塚友広 富岡市上丹生２６４５－３ 

令和８年１月１６日 

尾内祐介後援会 井上裕紀 新井政雄 太田市寺井町６８７ 

令和８年１月１９日 

西城隼人後援会 西城隼人 西城利治 館林市大街道２－１６―４１ 

令和８年１月６日 

さいとう修一後援会 齋藤修一 齋藤順子 伊勢崎市赤堀今井町１－６８－９１ 

令和８年１月９日 

津久井あつし後援会 津久井篤 津久井美紅 桐生市錦町１－８－１１ 

令和８年１月５日 

南雲東洋後援会 鈴木義昭 南雲東洋 高崎市中泉町６６５－４ 

■ 選挙管理委員会告示   
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令和８年１月２９日 

平形いくお後援会 平形郁雄 平形郁雄 吾妻郡高山村中山６６４－１ 

令和８年１月１３日 

山口次夫後援会 山口次夫 山口次夫 吾妻郡長野原町長野原１９３－１ 

令和８年１月１４日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１６号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第７条第１項の規定により届出のあった政

治団体の異動事項は、次のとおりである。 

令和８年２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

公明党群馬県本部 代表者の氏名 水野俊雄 福重隆浩 令和８年 
１月２２日 

立憲民主党群馬県第１区
総支部 

代表者の氏名 本郷高明 河村正剛 令和８年 
１月１９日 

国会議員関係
政治団体の区
分 

国会議員関係政治団体
以外の政治団体 

法第十九条の七第一項
第一号に係る国会議員
関係政治団体 

令和８年 
１月１９日 

立憲民主党群馬県第３区
総支部 
 

代表者の氏名 塩井早苗 長谷川嘉一 令和８年 
１月２０日 

国会議員関係
政治団体の区
分 

国会議員関係政治団体
以外の政治団体 

法第十九条の七第一項
第一号に係る国会議員
関係政治団体 

令和８年 
１月２０日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

反町英孝後援会 代表者の氏名 鍋島弘 藤井修一 令和７年 
１２月１８日 

会計責任者の
氏名 

狩野広行 鎌田利光 令和７年 
１２月１８日 

たじま忠一後援会 会計責任者の
氏名 

川村美弥 田島忠一 令和７年 
８月３１日 

東邦労組政策実現の会 会計責任者の
氏名 

葛立恵一 下山浩人 令和８年 
１月２２日 

東毛地区老人福祉介護政
治連盟 

代表者の氏名 穂積茂 穂積照雄 令和８年 
１月２２日 
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穂栄会 政治団体の名
称 

穂栄会 未来を拓く会 令和８年 
１月１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１７号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和８年２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

明日の渋川をひらく市民の会 田中博 令和７年１２月２６日 

くにまもり太田 岩澤将行 令和７年１２月３１日 

高友会 髙木勉 令和７年１２月２６日 

高木つとむ後援会 髙木勉 令和７年１２月２６日 

たじま忠一後援会 黒島浩 令和７年１２月３１日 

冬木一俊後援会 冬木一俊 令和７年１２月３１日 

山田としお群馬県後援会 林康夫 令和７年１２月３１日 

吉沢こういち後援会 吉澤美代子 令和７年８月１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１８号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。 

令和８年２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の 
届 出 を し た 者 
（代表者）の氏名 

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 

西城隼人 館林市議会議員 西城隼人後援会 館林市大街道２－１６－
４１ 

令和８年 
１月１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１９号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第２号の規定により資金管理団体でなくなった旨
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の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。 

令和８年２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日 

髙木勉 高友会 令和７年１２月２６日 

冬木一俊 冬木一俊後援会 令和７年１２月３１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２０号 

個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の施設の指定の告示（令和３年群馬県選挙管理委員会告示第３０号）

の一部を次のように改正する。 

令和８年２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 表高崎市選挙管理委員会の項に次のように加える。 
 

高崎市労使会館 高崎市東町８０番地１ 

 
 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２１号 

病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院ならびに老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき施設の定

め等の告示（昭和４１年群馬県選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。 

令和８年２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 表１の項中「医療法人社団醫光会 駒井病院」を「駒井病院」に、「医療法人社団三思会 東邦病院」を「東邦

病院」に、「医療法人社団醫光会 おうら病院」を「おうら病院」に改める。 
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職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号 

 
 
 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
九
条
の
見
出
し
中
「
以
上
」
を
「
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
及
び
行
政
職
給
料
表
八
級
以

上
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
以
上
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

条
例
第
五
条
第
六
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す

る
。 

 

一 

公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
九
級
で
あ
る
も
の 

 

二 

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の 

 

別
表
第
一
医
療
職
給
料
表
㈡
の
項
適
用
す
る
職
員
の
欄
三
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
及
び
管
理
栄

養
士
」
を
加
え
、
同
欄
四
中
「
及
び
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
」
を
削
る
。 

  

別
表
第
三
ホ
の
表
栄
養
士
の
項
中
「 

 
 

」
を 

 
 

 
 
 

 

に
改
め
、
同
表
備
考
中
「 

 
  
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 
 

」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
四
２
短
大
卒
の
部
一
短
大
３
卒
の
項
中
⑹
を
削
り
、
⑺
を
⑹
と
し
、
⑻
か
ら 

ま
で
を
⑺

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
部
二
短
大
２
卒
の
項
中 

を
削
り
、 

を 
と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
す
る
。 

  

別
表
第
七
ホ
の
表
栄
養
士
の
項
中
「 
 
 

」
を 

 
 

 
 
 

 

に
改
め
、
同
表
診
療
エ
ツ
ク 

 

ス
線
技
師
の
項
を
削
る
。 

 

別
表
第
八
イ
の
表
８
級
の
欄
中 

「 

  

 
 
 

 
 

「 

 
 
 
 
  
 
 
 

を 

」 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
９
級
の
欄
中 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
   

 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

」 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

に
改
め
、
別
表
第
八
ロ
の
表
９
級
の
欄
中 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

「 

 
 
 

 
 

に
改
め
、
別
表
第
八
ニ
の
表
４
級
の
欄
中 

 
 
 

 

」 

    
 
 

 
 

 

「 

 
 
 
 
  
 
  

を 

 
 
 

 

」 

  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
切
替
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
の
特
例
） 

２ 

令
和
八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
に
昇
格
又
は
降
格
を
し
た
職
員
に
つ
い

て
は
、
当
該
昇
格
又
は
降
格
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と 

な
る
号
給
を
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇 

給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
二
十
一
条
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

（
雑
則
） 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定

め
る
。 

    

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号 

■ 

人
事
委
員
会
規
則 

栄
養
士

 
「
 
栄
養
士

 
 

 
管
理
栄
養
士
」

 

養
士

 
、
管
理
栄
養
士

 

栄
養
士

 
「
 
栄
養
士

 
 

 
管
理
栄
養
士
」

 

栄
 

２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
 

 

20 
20 
20 

 

１ 
１ 
１ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
３ 
３ 
３ 
３ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 

 

 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 

 

６ 
７ 
８ 
９ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
17 
 

 

17 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 

 

５ 
５ 
５ 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

を 

17 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 

 

５ 
５ 
５ 
５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
 

 

７ 
８ 
９ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

 

１ 
１ 
１ 
１ 
２ 
２ 
２ 
２ 
３ 
３ 
３ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
 

 

５ 
５ 
５ 

 

２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 

 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
 

 

20 
20 
20 

 

１ 
１ 
２ 
２ 
２ 
３ 
３ 
３ 
３ 
４ 
４ 
４ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 

 

 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
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群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
つ
い
て
は
、
」
の
下
に
「
人
事
委
員
会
が
」
を
加
え
、
「
又
は
」
を

「
、
」
に
改
め
、
「
の
作
業
」
の
下
に
「
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
の
作
業
と
し
て
人
事
委
員
会
が
認
め

る
も
の
」
を
加
え
る
。 

 
 
 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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 交番の名称等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年２月２７日 

群馬県公安委員会委員長 久保田 寿 栄   

群馬県公安委員会規則第１号 

   交番の名称等に関する規則の一部を改正する規則 

 交番の名称等に関する規則（昭和３７年群馬県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表の１の表前橋東警察署の部西片貝町同の項中「西片貝町 同」を「かいがや 同」に、「同 西片貝町一丁

目」を「同 上泉町」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 公安委員会規則   
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群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号 

議
会
事
務
局 

 
 

 

 

群
馬
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

群
馬
県
議
会
議
長 

井 

下 

泰 

伸 
 

 

群
馬
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す 

る
訓
令 

 

群
馬
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
令
和
五
年
群
馬
県
議
会

訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
五
号
中
「
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」
に

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
十
七
号
中
「 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
削
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
五
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和

八
年
六
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
以
下
「
旧
訓
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ 

て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行 

規
程
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

旧
訓
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

              

    
■ 

議
会
訓
令 

又
は
住
民
基
本
台
帳
カ

 

 

―
ド
（
住
所
記
載
の
あ
る
も
の
）
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次のとおり落札者を決定した。  

    令和８年２月２７日   

                                                          群馬県下水道総合事務所長  青  木  貴  雄  

１  落札に係る購入等件名及び数量  奥利根水質浄化センターほか２施設で使用する電気  年間予定使用電力量  

２，５７２，１００ｋＷｈ  

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  群馬県下水道総合事務所  群馬県佐波郡玉村町大字上之 

手１８４６番地１  

３  落札者を決定した日  令和８年１月２８日  

４  落札者の名称及び所在地  株式会社タケエイでんき  東京都港区芝公園二丁目４番１号  Ａ―１０階  

５  落札金額  ５０，６５３，５１７円  

６  契約の相手方を決定した手続  一般競争入札  

７  入札公告をした日  令和７年１２月１６日 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和８年２月２７日  

                                                       群馬県下水道総合事務所長 青 木 貴 雄 

１ 落札に係る購入等件名及び数量 県央水質浄化センターほか４施設で使用する電気 年間予定使用電力量 ２

１，０９８，５００ｋＷｈ 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県下水道総合事務所 群馬県佐波郡玉村町大字上之

手１８４６番地１ 

３ 落札者を決定した日 令和８年１月２８日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ＣＤエナジーダイレクト 東京都中央区日本橋室町四丁目５番１号 

５ 落札金額 ３５８，７２１，０６１円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和７年１２月１６日 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和８年２月２７日  

                                                       群馬県下水道総合事務所長 青 木 貴 雄 

１ 落札に係る購入等件名及び数量 桐生水質浄化センターほか２施設で使用する電気 年間予定使用電力量 ２，

７０７，０００ｋＷｈ 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県下水道総合事務所 群馬県佐波郡玉村町大字上之

手１８４６番地１ 

３ 落札者を決定した日 令和８年１月２８日 

■ 落  札 
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４ 落札者の名称及び所在地 株式会社タケエイでんき 東京都港区芝公園二丁目４番１号 Ａ―１０階 

５ 落札金額 ５４，３３６，４１５円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和７年１２月１６日 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和８年２月２７日  

                                                       群馬県下水道総合事務所長 青 木 貴 雄 

１ 落札に係る購入等件名及び数量 西邑楽水質浄化センターで使用する電気 年間予定使用電力量 ２，０９９，

２００ｋＷｈ 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県下水道総合事務所 群馬県佐波郡玉村町大字上之

手１８４６番地１ 

３ 落札者を決定した日 令和８年１月２８日 

４ 落札者の名称及び所在地 関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番１６号 

５ 落札金額 ３７，８２４，２８１円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和７年１２月１６日 
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